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A 居宅介護支援 

 

１ 人員に関する基準 

 

【留意事項】 

令和３年４月 1 日以降において、次のいずれかに該当する場合には原則、主任介護支援専門員

の管理者を居宅介護支援事業所に配置しなければならない。 

 

・ 居宅介護支援事業所を新規で開設する場合 

・ 居宅介護支援事業所の管理者を交替する場合 

 

ただし、令和３年４月１日以降、不測の事態（※）により、主任介護支援専門員を管理者とす

ることが困難となった場合においては、「管理者確保のための計画」を本市に届け出ることに

よって、例外的に管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を、原則１年間猶予する。 

（※）想定される不測の事態の主な例は次のとおり。 

・ 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生 

・ 急な退職や転居等 

 

従業者の員数 （居宅基準より引用） 

第２条 指定居宅介護支援事業所は、当該指定に係る事業所(以下、「指定居宅介護支援

事業所」という。)ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援員

であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とす

る。 

管理者の配置要件 

第３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１

４０条の６６第一号イ（３）に規定する主任介護支援専門員でなければならない。ただ

し、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ得ない理由がある場合につい

ては、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く）を前項に規定する管理者とするこ

とができる。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場

合 

二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅

介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 
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なお、令和３年３月３１日時点で管理者が主任介護支援専門員でない居宅介護支援事業所

については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適

用を令和９年３月３１日まで猶予する。 

 

 上記内容は令和２年６月５日公布された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（令和２年厚生労働省令第１１３号）」にて示されている。詳細は「介護保険最新情 Vol.８４

３」を確認すること。 

◎「管理者確保のための計画」は指導監査課のホームページより、ダウンロードできる。 

（ページ番号：１０３３４２５） 

 

２ 運営に関する基準 

（１） 内容及び手続の説明及び同意 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保

持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用者申込者がサービスを選択するために

必要な重要事項を説明書やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければならない。 

 居宅サービス計画は基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者

の主体的な参加が重要である。そのため居宅サービス計画の作成にあたっては利用者か

ら介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めるこ

とや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明

を求めることが可能であること等につき十分説明を行わなければならない。 なお、この

内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書

の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて

必ず利用申込者から署名を得なければならない。  

また、令和３年度の改正において、次のように明記された。利用者に提供される指定

居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、以下について十分説明

を行わなければならない。 

 

・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅介護サービス計画

の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画数が占める割

合。 

・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位

置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等。 

 

なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られる
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よう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したこ

とについて必ず利用者から署名を得なければならない。 

また、前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成

された居宅サービス計画を対象とする。 

 

① 前期（３月１日から８月末日） 

② 後期（９月１日から２月末日） 

 

なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際

に用いる当該割合等については、直近の①もしくは②の期間のものとする。 

 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日） 

 

〇契約時の説明について 

 

（問１１１） 今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点か

ら、利用者に、前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着

型通所介護、福祉用具貸与（以下、訪問介護等という。）の各サービスの利用者割合及び前

６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によ

って提供されたものの割合（以下、訪問介護等の割合等）の説明を行うことと定められた

が、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。 

（答） 

例えば以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資料を

別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明することが考えら

れる。 

なお「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前６か月間に作成したケ

アプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち（※同一事業所が

同一利用者に複数回提供してもカウントは１）、同一事業所によって提供されたものの割合

であるが、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨てても差し支え

ない。     

 

 

＜例＞ 

※重要事項説明書 

 

第〇条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用貸

与の利用状況は別紙のとおりである。 
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※別紙 

別紙 

 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合                 

 訪問介護〇％ 通所介護〇％ 地域密着型通所介護〇％ 福祉用具貸与〇％ 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

 
 

訪問介護 〇〇事業所(〇％) □□事業所(〇％) △△事業所(〇％) 

通所介護 △△事業所(〇％) ××事業所(〇％) 〇〇事業所(〇％) 

地域密着型通所介護 □□事業所(〇％) △△事業所(〇％) ××事業所(〇％) 

福祉用具貸与 ××事業所(〇％) 〇〇事業所(〇％) □□事業所(〇％) 

 

 

 

（２） 提供拒否の禁止 

    事業者は、正当な理由（※）なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

※「正当な理由」に該当するのは以下の場合等。 

   ① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

   ② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

   ③ 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業所にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っ

ていることが明らかな場合 

 

（３） サービス提供困難時の対応 

    上記（２）の理由により自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると

認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（４） 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

① 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 

  管理者は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護支援専門員

に担当させること。 

② 基本的留意点 

・ 居宅介護支援は、利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題解決に向け

ての意欲の醸成と相まって行われることが重要である。 

・ 介護支援専門員は、サービスの提供方法等について利用者及びその家族に理解し

やすいように説明を行うことが肝要である。 
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③ 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用 

      利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の

状態に応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されることが重要である。介

護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たり、継続的な支援という観

点に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が行われるようにすることが重要であ

り、支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続が困難な、ま

た必要性に乏しい居宅サービス利用を助長するようなことがあってはならない。 

 

④ 総合的な居宅サービス計画の作成 

      利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このた

め、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果

に基づき、介護給付等対象サービス以外のサービス等も含めて居宅サービス計画に位

置付けることにより総合的な計画になるよう努めなければならない。 

＜介護給付対象以外のサービス等の例＞ 

・ 市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス 

・ 老人介護支援センターにおける相談援助 

・ 市町村施策（配食サービス、寝具乾燥サービス等） 

・ 地域住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等 

・ 精神科訪問看護等の医療サービス 

・ はり師・きゅう師による施術 

・ 保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練 

 

【居宅サービス計画の作成の流れ】 
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⑤ 居宅サービス計画作成に当たっての一連の業務 

基準第１３条は利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、

居宅サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び

当該業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。 

なお、利用者の課題分析から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼に掲げる一連の

業務ついては、基準第１条の２に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記し

たものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービ

ス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務

の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付け

られた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて

居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。 

 

ⅰ 課題分析（アセスメント）の実施 

・ 利用者の日常生活上の能力、既に受けているサービス、介護者の状況等の環境等の評

価を通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるよう支援する

上で解決すべき課題を、適切な方法で把握する。 

・ アセスメントに当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場

合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接して行わなければならない。 

・ 個別の課題分析方式について課題分析標準項目（２３項目）を具備することをもっ

て、それに代えることとする（別添１の「平成１１年１１月１２日老企第２９号厚生省

老人保健福祉局企画課長通知」の別紙４の別添）参照 

・ 面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

 

【指導事例】 

・ アセスメント内容が、自立・一部介助等の記載のみで個別的や具体性がなく不明確である。 

・ アセスメント内容と居宅サービス計画が相違しており一貫性がない。 

・ 再アセスメントが行われないまま、居宅サービス計画の変更がされている。 

 

ⅱ 居宅サービス計画の原案の作成 

  ・ 利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果による専門的見地に基づき、利

用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案した

上で、実現可能なものとする必要がある。 

  ・ 当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービ

スを組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援

助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、

サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載し

た居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 
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【指導事例】 

・ 居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けているにもかかわらず、居宅サー

ビス計画書第１表に「生活援助中心型の算定理由」の記載がない。 

 

ⅲ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取  

・ 原則として、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を居宅サ

ービス等の担当者（以下、「担当者」という。）と共有するとともに、居宅サービス計画

原案の内容について、専門的な見地からの意見を求める（やむを得ない理由（※）があ

る場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。）。 

・ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を

基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召

集して行う会議をいうが、家庭内暴力等により利用者やその家族の参加が望ましくない場

合には必ずしも参加を求めるものでないことに留意する。 

・ サービス担当者会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合に当たっては、テレビ

電話装置その他通信機器等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。 

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省（「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」）厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・ サービス担当者会議の要点又は担当者への照会内容について記録するとともに、当該記

録は、５年間保存しなければならない。 

（※）やむを得ない理由とは 

・ 開催の日程調整を行ったがサービス担当者の事由により参加が得られなかった場合 

・ 居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化がみられない等における

軽微な変更の場合 

・ 利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科

医師の意見を勘案して必要と認める場合 

 

【指導事例】 

・ サービス担当者会議に出席した担当者の役職名や欠席者の記載がなく、不十分であ

る。 

・ 医療サービスを居宅サービス計画に位置付けるにあたって必要な理由、主治の医師等

の意見が担当者会議録に記載がない。 

 

ⅳ 居宅サービス計画の原案の説明及び同意 

原案での各サービスの保険対象・対象外を区分したうえで、内容を利用者及びその家族に

説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。  

※説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第１表

から第３表まで、第６表及び第７表に相当するものすべてを指す。 
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ⅴ 居宅サービス計画の交付 

・ 同意を得た居宅サービス計画を利用者・担当者に交付しなければならない。 

・ 担当者への計画の交付について居宅サービス計画の趣旨及び内容等について十分に説明

し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の個

別サービス計画における位置づけを理解できるように配慮する必要がある。 

 

ⅵ 個別サービス計画の提出依頼 

 ・ 指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス

計画と個別サービス計画との連動性や整合性について確認する。 

・ 担当者との連携について介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図

ることが重要であることから、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の

確認については、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行

うことが望ましい。 

・ サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者

会議に個別サービス計画の提出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を

図るなどの手法も有効である。 

 

【指導事例】 

・ 担当者に個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画との連動性や整合性を確

認していない。 

 

ⅶ  実施状況の把握（モニタリングの実施） 

・ 居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。

）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更や事業者等との連絡調整等を行う。 

・ 実施状況の把握（モニタリング）に当たっては、利用者・家族や事業者等との連絡を継

続的に行う。利用者側に特段の事情（※）のない限り、少なくとも１月に１回は利用者

の居宅で面接を行い、かつ、モニタリングの結果を記録する。 

（※）特段の事情とは利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること

ができない場合を主として指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。 

特段の事情がある場合には、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。 

 

⑥ 居宅サービス計画の変更について 

・ 専門的意見の聴取 

要介護更新認定や要介護状態区分の変更認定の場合、原則としてサービス担当者会議によ

り居宅サービス計画変更の必要性について専門的見地から意見を求める。ただし、やむを

得ない理由がある場合（※）は照会等により意見を求めることができる。 

（※）やむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由

により、サービス担当者会議への参加が得られなった場合や居宅サービス計画の変更から

間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等。 
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・ サービス担当者会議の要点 

サービス担当者への照会内容は記録し、保存すること。サービス担当者からの意見により、

居宅サービス計画の変更の必要がない場合についても同様である。 

  居宅サービスの変更に当たっても、作成時と同様の一連の業務（⑤ⅰ～ⅶ）を行う。 

※ 利用者の希望による軽微な変更（例：サービス提供日時の変更で、介護支援専門員が一

連の業務を行う必要性がないと判断したもの）を行う場合は必要ない。なお、この場合に

おいても、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要である。 

・ 居宅サービス計画の軽微な変更の内容 

別添２（令和３年３月３１日介護保険最新情報 Vol.９５９）の項目３「ケアプランの軽

微な変更の内容について（ケアプランの作成）」参照 

上記に掲げる内容はあくまで、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられるも

のの例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が基準第１３条３号

（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第１１号（居宅サービス計画の交付

）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべ

きものである。 

 

【指導事例】 

・ 利用者の希望による軽微な変更で一連の業務を行う必要性がないと判断したものの

居宅介護支援経過等にその判断した根拠が記載されていない。 

 

⑦ 生活援助の訪問回数が多い居宅サービス計画の検討等 

 

【厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助）を位置付ける居宅サービス計画の

提出について】 

平成３０年５月２日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」（平成３０年厚生

労働省告示第２１８号）が公布されたことに伴い、要介護ごとに定められた回数以上の訪問

介護（生活援助）を居宅サービス計画に位置付ける場合は当該計画を介護保険課（和歌山市

の場合。以下同じ。）に提出すること。 

 

１ 届け出の対象となる居宅サービス計画 

平成３０年１０月１日以降に作成又は変更された居宅サービス計画で、訪問介護（生活

援助）が、要介護ごとに定められた次の回数以上のもの。ただし、身体介護に引き続き生

活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含まない。 

 

※厚生労働大臣が定める回数（１か月あたり） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基準回数 ２７回 ３４回 ４３回 ３８回 ３１回 

 

２ 提出書類 
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※ 上記とは別に居宅支援事業所に市からケアプランの提出を求める場合があるため、求めが

あればケアプランを提出すること。（介護最新情報 Vol.１００９参照） 

 

⑧ 居宅サービス計画作成上の留意点 

・ 主治の医師等の意見等利用者が医療サービス（※）の利用を希望している場合その他

必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 

（意見を求める「主治医の医師等」については要介護認定の申請のために主治医意見書

を記載した医師に限定されない。） 

・ 居宅サービス計画に医療サービス（※）を位置付ける場合 

当該医療サービスに係る主治の医師等の指示があることを確認し、意見を求めた医

師に交付しなければならない。（交付の方法は対面のほか、郵送やメール等でも可） 

・ 医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合 

当該居宅サービス等に係る主治の医師の医学的観点からの留意事項が示されていると

きは、当該留意点を尊重して行う。 

 （※）医療サービスとは 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短

期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サービスを利用する場合

に限る。）及び看護小規模多機能型居宅介護（訪問看護サービスを利用する場合に限る。

） 

 

 

⑴ 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助）を位置付ける居宅サービス計

画届出書 

⑵ 居宅サービス計画書（第１表～第５表）の写し（※利用者へ交付し、署名があるも

の。第５表については生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ） 

⑶ 当該居宅サービス計画に係るアセスメント表の写し 

※上記書類提出後、内容に応じて訪問介護計画書等の提出を求める場合がある。 

 

３ 提出期限 

作成又は変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末まで 

 

４ 提出方法 

介護保険課に持参又は郵送 

 

５ その他 

提出されたケアプランは、介護保険課で確認後、内容により地域ケア会議等で検証・助

言を行う場合がある。 

詳細は介護保険課ホームページ参照。（ページ番号：１０２１４６４） 
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【指導事項】 

・ 医療サービスを居宅サービス計画に位置付けた場合に、当該計画を主治の医師等

に交付していない。 

 

⑨ 短期入所の居宅サービス計画への位置付け 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置

付ける場合、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、心身の状況等

を勘案して特に必要な場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日

数が要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 

 

⑩ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

・ 居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける場合 

介護支援専門相談員はサービス担当者会議を開催して、その利用の妥当性を検討

し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければな

らない。  

なお、福祉用具貸与については居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担

当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専門的

意見を聴取するとともに検証し、福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理

由を居宅サービス計画に記載しなければならない。 

・ 要介護１の利用者（以下「軽度者」という）の居宅サービス計画に位置づける場合「厚

生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」（平成２７年厚生省告示第９４号）定める

状態像の者であることを確認するため、「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平成１

２年厚生省告示第９１号）別表第１の調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者

等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の

確認が必要な部分）の写しを市町村から入手しなければならない。ただし、当該軽度者が

これらの結果を介護支援専門員に提示することに同意していない場合は、調査票の写しを

本人に情報公開させ、それを入手しなければならない。 

・ 当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意を得たう

えで、市町村より入手した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を指定福

祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。 

◎ 軽度者申請については、市のホームページより、ダウンロードできる。 

（ページ番号：１０００７４０） 

 

【指導事例】 

・ 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けているにもかかわらず、福祉用具貸与が必

要な理由を記載していない。 

 

（５） 運営規程 

    指定居宅介護支援事業者は指定居宅介護支援事業者ごとに、次に掲げる事業所の運営

についての重要事項に関する規程（「運営規程」）として次に掲げる事項を定めること。 
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① 事業の目的及び運営の方針 

② 職員の員数、員数及び職務内容 

・ 介護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載すること。 

・ 職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程

を定めるに当たっては、基準第２条において置くべきとされている員数を満たす範囲に

おいて、「〇人以上」と記載することも差し支えない。 

③ 営業日及び営業時間 

④ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

⑤ 通常の事業の実施地域 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日までは努力義務） 

⑦ その他運営に関する重要事項 

 

（６） 勤務体制の確保 

① 利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ご

とに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。   

指定居宅支援事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員につい

ては、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

② 指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指

定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の

業務についてはこの限りでない。  

③ 介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

④ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。  

 

（７） 秘密保持 

① 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

② 過去に介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ

り得ておかなければならない。  

・ 介護支援専門員その他の従業者であった者が、秘密を保持すべき旨を、従業者の雇

用時に取り決め、違約金についての定めを置くなどの措置を講じなければならない。 

・ サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いる場合の当該家族の同意は、

サービス開始時に当該家族の代表から包括的に同意を得ることで足りるものとする。 
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（８） 記録の整備 

 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。（「和歌

山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」（平成２６年

条例第８７号）第４条による読み替え。） 

１ 基準第１３条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録  

２ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

イ 居宅サービス計画 

ロ 基準第１３条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ハ 基準第１３条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

ニ 基準第１３条第１４号に規定するモニタリングの結果の記録 

３ 基準第１６条に規定する市町村への通知に係る記録  

４ 基準第２６条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

５ 基準第２７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

３ 報酬に関する基準 

（１） 居宅介護支援費の取扱い（１月につき） 

 居宅介護支援費（Ⅰ）要介護者が居宅サービス等を適切に利用することができるように作成

する居宅サービス計画費 

区分 介護支援専門員１人あたり

の取扱件数 

要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費ⅰ ４０件未満 １，０７６単位/月 １，３９８単位/月 

居宅介護支援費ⅱ ４０件以上６０件未満の部

分 

５３９単位/月 ６９８単位/月 

居宅介護支援費ⅲ ６０件以上の部分 ３２３単位/月 ４１８単位/月 

 

 居宅介護支援費（Ⅱ）【新区分】・・・ＩＣＴの活用又は事務職員の配置を行っている事業

所が算定できる。 

区分 介護支援専門員１人あたり

の取扱件数 

要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費ⅰ ４５件未満 １，０７６単位/月 １，３９８単位/月 

居宅介護支援費ⅱ ４５件以上６０件未満の部

分 

５２２単位/月 ６７７単位/月 

居宅介護支援費ⅲ ６０件以上の部分 ３１３単位/月 ４０６単位/月 

 

【留意事項】 

① 居宅介護支援費の割り当てについて 

ａ 当該居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総

数に介護予防支援事業所から委託を受けた介護予防支援に係る利用者の数に２分の１を乗
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じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除

して得た数とする。 

ｂ 居宅介護支援費（I）の区分を算定する場合は、利用者の契約日が古いものから順に、

１件目から３９件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって

は、４０にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費（ⅰ）

を算定し、４０件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって

は、４０にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支

援費（ⅱ）又は（ⅲ）を算定する。 

ⅽ 居宅介護支援費の区分が異なる３９件目と４０件目又は５９件目と６０件目において、

それぞれに当たる利用者の報酬単価が異なっていた場合については、報酬単価が高い利

用者（「要介護３・４・５：１，３９８単位／月」）から先に並べることとし、４０件

目又は６０件目に報酬単価が低い利用者（「要介護１・２：１，０７６単位／月」）を

位置付けることとする。 

d 取扱件数による単位数の逓減についての見直し 

情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む。）の活用又は事務職員の配

置を行っている指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、

かつ、月の末日において基準第１４条第１項の規定により、同項に規定する文書を提出

している場合については、居宅介護支援事業者については、居宅介護支援費Ⅱⅰ、Ⅱⅱ

又はⅡⅲを算定する。逓減制の適用（居宅介護支援費（ⅱ）の適用）を４５件以上分か

らとする。 

※情報通信機器については、具体的な例は以下のとおり。 

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたス

マートフォン 

・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウェアを組み込んだタブレット

等。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。  

※ 事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第１３

条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の

者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認

められるが、常勤換算で介護支援専門員１人あたり、１月２４時間以上の勤務を必要とする。 

 

※ 事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合に加え、地域 

の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用 

者を受け入れた場合についても例外的に数に含めない。 

 

② サービス利用票を作成した月において、利用実績のない場合 

給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費が請求できない。 

※ 病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設から退院又

は退所する者等であって、医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込みがな
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いと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジ

メントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場

合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明で

きるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、

それらの書類等を管理しておくこと。 

 

※ 介護保険最新情報 Vol.８３６新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人

員基準等の臨時的な取扱いについて（第１１報）問５による特例について今般の新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった

等の場合は、居宅介護支援事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務

を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請

求は可能である。 

 

③ 運営基準減算 

【指導事例】  

１ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、「利用者は複数の 

指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」及び「利用者は居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることがで

きること」について、文書を交付して説明を行っていないにもかかわらず、減算を行って

いない。 

 

２ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって、次の事項を行っていないにもか

かわらず、減算を行っていない。 

・ 指定基準１３条第７号…課題分析における留意点（利用者の居宅を訪問し、利用者及

びその家族に面接して行わなくてはならない） 

・ 指定基準第１３条第９号…サービス担当者会議等による専門的意見の聴取  

・ 指定基準第１３条第１０号…居宅サービス計画の説明及び同意  

・ 指定基準第１３条第１１号…居宅サービス計画の交付（利用者及び担当者への交付）  

・ 指定基準第１３条第１４号…モニタリングの実施（１月に利用者の居宅を訪問し、利

用者に面接して行わなくてはならない）  

・ 指定基準第１３条第１６号…介護支援専門員は、居宅介護支援計画を変更する際に

は、原則として、基準第第１３条第３号から第１２号までに規定された居宅サービス計

画書作成に当たっての一連の業務を行うことが必要だが、行っていない。  

    

【減算単位】 

 当初月は所定単位数の１００分の５０に相当する単位数を算定し、２月目以降は所定単位数

を算定しない。 
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【減算要件】 【老企第３６号第３の６】 

次のいずれかに該当する場合は、運営基準減算として、当該月から当該状態が解消されるに

至った月の前月まで、減算の対象となり、当初月は所定単位数の１００分の５０に相当する単

位数を算定し、２月目以降は所定単位数を算定しない。【注意】運営基準減算に該当する場合

は、初回加算及び特定事業所加算は算定できない。  

 

ａ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、  

・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明

を求めることができることについて、文書を交付して説明を行っていない場合には、契

約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数の

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられ

た居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において

作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地

域密着型通所介護ごとの回数のうちに、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着

型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、文書を交付して説明を

行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す

る。 

ｂ 居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準第１３条第３号から第１２号までに規定された居宅サービス計画作成に当たっ

ての一連の業務を行うことが必要である。  

ただし、変更の内容が利用者の希望による「軽微な変更」に該当する場合は、この必要はな

いものとする。別添２（令和３年３月３１日介護保険最新情報 Vol.９５９）の項目３「ケア

プランの軽微な変更の内容について（ケアプランの作成）」参照 

また、「軽微な変更」に該当すると判断した場合について、居宅介護支援経過等にその判

断の根拠を記録しておくこと。  

 

④ 特定事業所集中減算 

【指導事例】 

・ 前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総の  

うち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が１  

００分の８０を超えているにも関わらず、市に対して判定様式を提出していない。  

 

・ 前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数  

のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が

１００分の８０を超えていない場合に、判定様式を作成のうえ、当該記録を保存していな

い。 
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【算定単位】 ２００単位／月（減算） 

・ 正当な理由なく、前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サ

ービス等の提出総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供され

るものの占める割合が８０％を超えた場合に減算。 

 

・ 毎年度２回（下の※参照）全ての居宅介護支援事業所において、特定事業所集中減算

に係る判定様式を作成し、計算結果が８０％以上→正当な理由の有無に関係なく期日ま

でに市に提出 

適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

 

a 判定期間と減算適用期間 

 

※ ２０２１年度の判定期間 

前期：２０２１年３月１日から８月末日 

後期：２０２１年９月１日から２０２２年２月末日 

２０２１年度の減算適用期間 

前期：２０２１年１０月１日から２０２２年３月３１日 

後期：２０２２年４月１日から９月３０日 

 

ｂ 判定方法 

   各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のう

ち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サー

ビス等」という。）が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介

護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人

」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サー

ビス等のいずれかについて８０％を超えた場合に減算する。  

 （具体的な計算式） 

   事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサ

ービスの値が８０％を超えた場合に減算 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付け

た計画数 

 

ⅽ 算定手続 

   判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が後期の場合について

は３月１５日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類

を作成し、算定の結果８０％を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなけ

区 分 判定期間 市への報告期限 減算適用期間 

前 期 ３月１日～８月末日 ９月１５日まで  １０月１日～３月３１日 

後 期 ９月１日～２月末日 ３月１５日まで   ４月１日～９月３０日 
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ればならない。なお、８０％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所に

おいて２年間（※）保存しなければならない。 

  ・ 判定期間における居宅サービス計画の総数 

  ・ 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

  ・ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計

画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

・ ｂの算定方法で計算した割合 

・ ｂの算定方法で計算した割合が８０％を超えている場合であって正当な理由がある

場合においては、その正当な理由 

 

ｄ 正当な理由の範囲 

   ⅽで判定した割合が８０％を超える場合には、８０％を超えるに至ったことについて

正当な理由がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村

長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り

扱う。正当な理由として考えうる理由を例示すれば次のようなものである。  

  ・ 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスご

とでみた場合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合  

 （例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として１０事業所が所在する地域

の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置付けた割合が８０％を超えても減

算は適用されないが、通所介護について８０％を超えた場合には減算が適用される。  

 （例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が所在する地域の

場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置付けた割合が

８０％を超えた場合でも減算は適用されない。 

  ・ 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合  

  ・ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下であるなど事業所

が小規模である場合 

・ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付け

られた計画件数が１月当たり平均１０件以下であるなど、サービスの利用が少数であ

る場合 

（例）訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介護が位置付けら

れた計画件数が１月当たり平均２０件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を

位置付けた割合が８０％を超えても減算は適用されないが、通所介護について８０％

を超えた場合には減算が適用される。  

・ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業

所に集中していると認められる場合  

（例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受

けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、

支援内容についての意見・助言を受けているもの。  

・ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 
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【留意事項】 

新規指定を受けた居宅介護支援事業所については、判定結果にかかわらず、指定を受けた年

月日が属する判定期間に係る判定様式を市に提出すること。 

 

（※）保存年限について、国の基準上は２年間の保存を要する旨の定めがあるが、過払いの場

合（不正請求の場合を含む。）の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であることから、地

方自治法２３６条第１項の規定により５年としているため、和歌山市では５年間保存する

ことが望ましいとしている。 

 

（２） 初回加算    

【算定単位】 ３００単位／月 

 初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

【留意事項】 

  ※「運営基準減算」に該当する場合は当該加算は算定しない。 

  ※「退院・退所加算」を算定する場合は、当該加算は算定しない。過去に担当していた利用

者を再び担当することになった場合、２月（月初日から月末日まで）以上経過していれば

（給付管理をしていなければ）算定可能。 

その際、新規と同様の一連のケアマネジメントを適切に実施していることが条件。 

 

（３）  特定事業所加算（特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ａ） 

【指導事例】 

・ 介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等につ

いて計画を定めていない。 

 

・ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議についての議事録を作成していない。 

 

・ 運営基準減算の適用を受けている。 

 

厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、１月につき（Ⅰ）５０５単位（Ⅱ）４０７単位

（Ⅲ）３０９単位（Ａ）１００単位 

厚生労働大臣が定める基準 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） （Ａ） 

常勤専従の主任介護支援専門員の配置 2 名以上 1 名以上 1 名以上 1 名以上 

常勤専従の介護支援専門員の配置 
3 名以上 3 名以上 2 名以上 

常勤 1 名以上＋常勤

換算方法で１以上 



Ⅳ 居介護支援・介護予防支援 

Ⅳ－20 

 

利用者の情報やサービス提供に関する伝

達等の会議の定期開催 
○ ○ ○ ○ 

２４時間連絡体制の確保かつ相談に対応

する体制の確保 
○ ○ ○ 

○ 

（ 連 携 で も 可 ） 

算定日が属する月の利用者総数のうち、

要介護３，４，５の者が４０％以上 
○ × × × 

事業所内の介護支援専門員への定期的な

研修の実施 
○ ○ ○ 

○ 

（ 連 携 で も 可 ） 

地域包括支援センターから紹介された処

遇困難事例への対応 
○ ○ ○ ○ 

地域包括支援センター主催の事例検討会

等へ参加 
○ ○ ○ ○ 

運営基準減算又は特定事業所集中減算の

適用なし 
○ ○ ○ ○ 

介護支援専門員１人当たりの利用者数が

４０名未満※（Ⅱ）の場合は４５名未満 
○ ○ ○ ○ 

法定研修等における実習受入事業所とな

るなど人材育成への協力体制の整備 
○ ○ ○ 

○ 

（ 連 携 で も 可 ） 

他の法人が運営する居宅介護支援事業所

と共同で検討会、研修会を実施 
○ ○ ○ 

○ 

（ 連 携 で も 可 ） 

必要に応じて、多様な主体等が提供する

生活支援のサービス（インフォーマルサ

ービス含む）が包括的に提供されるよう

な居宅サービス計画を作成していること 

○ ○ ○ ○ 

 

（労基第３６号第３の１１） 

① 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の

高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域に

おける居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とする

ものである。 

② 基本的取扱い方針 

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ａ）の対象となる事業所について

は、 

ａ 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所である

こと 

ｂ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのよう

な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的

な居宅介護支援事業所であることが必要となる。 
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本制度については、こうした基本的な取扱い方針を十分に踏まえ、本制度に合

致した適切な運用を図られるよう留意されたい。 

① 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

ａ 常勤・専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支

えない。 

ｂ 特定事業所加算（Ⅰ）について、常勤・専従の介護支援専門員３名とは別に主

任介護支援専門員２名を置く必要がある。 

したがって、特定事業所加算（Ⅰ）を算定する事業所においては、少なくとも主

任介護支援専門員２名及び介護支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置す

ること。 

ｃ 「利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を

目的とした会議」とは次の要件を満たすものであること。  

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

・ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

・ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

・ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

・ 保健医療及び福祉に関する諸制度 

・ ケアマネジメントに関する技術 

・ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

・ その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、２年間（※）保存しなければならない。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

    また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

ａ ２４時間連絡可能な体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に応じること

が可能な体制を確保していること。 

    なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、携帯電話等の転送

による対応等も可能であるが、連絡先事業者の利用者に関する情報を共有するこ

とから、指定居宅介護支援等基準第２３条の規定の遵守とともに、利用者又はそ

の家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるように説

明を行い、同意を得ること。 

ｂ 要介護３～５の利用者の割合が４０％以上であることについては、毎月その

割合を記録しておくこと。 

ｃ 「計画的に研修を実施していること  」については、当該事業所における介護

支援専門員の資質の向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確

保を定めるとともに、介護支援専門員について具体的な研修の目標、内容、研修

期間、実施機関等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計

画を定めなければならない。また、管理者は研修目標の達成状況について、適

宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の

途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに計画を策
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定すればよいこと。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連絡先事業所との

共同開催による研修実施も可能である。  

ｄ 特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れ

るものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を

図らなければならないこと。 

ｅ 特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特

定事加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者から

の独立性を確保した事業所である必要があること。  

ｆ 取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員

１名当たり４０名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は４５名未満）

であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切な

ケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。  

ｇ 協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限

らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支

援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していること

を、書面等によって提示できるようにすること。  

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との共

同による協力及び協力体制開催も可能である。 

ｈ 特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所とし

て、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立

場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参

画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。な

お、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度

少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年

度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画

を策定すること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との協

力による研修会等の実施も可能である。 

ⅰ 多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは介護

給付等対象サービス（介護保険法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービ

スをいう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自

発的な活動によるサービス等のことをいう。  

ｊ 特定事業所加算（Ⅱ）について  

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支

えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く

必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも

主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する
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（４） 特定事業所医療介護連携加算 

【算定単位】 １２５単位  

【算定要件】 【老企第３６号第３の１２】 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組

をより積極的に行う事業所であることが必要。次のいずれにも適合すること。 

① 退院・退所加算の算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算

を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において３５回以上で

あること。 

② 特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月ま

での間においてターミナルマネジメント加算の算定回数が５回以上であること。 

③ 特定事業所加算（I）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算定している月であること。 

 

（５） 入院時情報連携加算 

【指導事例】 

・ 病院又は診療所の職員に対し利用者に係る必要な情報の提供を行ったが、居宅サービ

ス計画等にその旨を記録していない。 

 

・ 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

【算定単位】 ２００単位 

【算定要件】 【介護報酬基準別表－ハ・大臣基準告示八十五】 

利用者が入院してから３日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場

合に所定単位数を算定する。 

 

・ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

こと。 

ｋ 特定事業所加算（Ⅲ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支

えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く

必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも

主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する

必要があること。 

ⅼ 特定事業所加算（Ａ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支

えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員を１名並びに常勤換算方法で１の介護支援

専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。 
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【老企第３６号第３の１３】 

① 総論 

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患

・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、

生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など）及びサービスの利用状況をい

う。当該加算については、利用者１人につき、１月に１回を限度として算定すること

とする。 

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段

（面談、ＦＡＸ等）等について居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供

の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。 

 

【留意事項】 

  情報提供の際には、標準様式例（別添３参照）を使用する方法が考えられるが、当該様

式以外の様式等の使用を拘束する趣旨ではないことに留意すること。 

 

（６） 退院・退所加算 

【指導事例】 

・ 退院日に医師と面談を行ったとのことであるが、面談した職員の氏名や面談により提

供を受けた情報の内容等が記録されていない。また、診療報酬の算定方法において定め

られた３者以上が参加していない。 

 

【算定要件】 【介護報酬基準別表－ヘ】 

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保

険施設へ入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着

型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院等

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を

作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、入院又

は入所期間中につき１回を限度として所定単位数を加算する。 

【留意事項】 

  情報の提供の方法及び回数によって、算定区分が以下のとおり異なるため注意すること。 

 また、カンファレンスについては、算定の対象に含まれるものであるかを確認すること。 

【算定単位】 

・ 退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位 

  病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係

【算定単位】 １００単位 

【算定要件】  

利用者が入院してから４日以上７日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提

供した場合に所定単位数を算定する。 
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る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により１回受けていること。 

 

・ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係

る必要な情報の提供をカンファレンスにより１回受けていること。 

 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係

る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により２回以上受けていること。 

 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係

る必要な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレンスによること。 

 

・ 退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係

る必要な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンスによるこ

と。 

 

【老企第３６号第３の１４】 

① 総論 

 病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人保険施

設（以下、病院等という）への入所をしていた者が退院又は退所（地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護又は介護老人福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定す

る場合を除く。）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する

場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、

利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地

域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は

地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する

場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとす

る。 

② 算定区分について（略） 

③ その他の留意事項 

ⅰ カンファレンスは以下のとおりとする。  

イ 病院又は診療所 

  診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点

数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる

場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士

等が参加するもの。 

※ カンファレンスの要件について  
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 ａ 入院中の医療機関の主治医が開催したカンファレンスであるか。  

 ｂ 以下の３者以上の出席があるか。  

  ・ 退院後の在宅医療を担うかかりつけ医又は医療機関の看護師等  

・ 保険医療機関（歯科）の歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士  

・ 保険薬局の保険薬剤師 

  ・ 訪問看護ステーションの看護師等（准看護師は除く）  

  ・ 居宅介護支援事業者の介護支援専門員  

 

【参考】 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示） 平成３０年厚生労働省告示第４３

号  退院時共同指導料２の注３ 

（中略）入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険

医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、

保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のう

ちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合。  

 ｃ 開催した医療機関が、利用者又は家族等に文章による情報提供を行い、その写しを

介護支援専門員が受領しているか。  

 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月

１４日厚生労働省令第３４号。以下、このロにおいて「基準」という。）第１３４条第

６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行

うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第１３１条第１項に掲げる地域密着型

介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。ま

た、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門

相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

ハ 介護老人福祉施設 

  指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚

生省令第３９号。以下このハにおいて「基準」という。）第７条第６項及び第７項に基

づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施

された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及

び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込ま

れる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業

療法士等が参加すること。 

 

ニ 介護老人保健施設 

  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年３月３

１日厚生省令第４０号。以下このニにおいて「基準」という。）第８条第６項に基づ



Ⅳ 居介護支援・介護予防支援 

Ⅳ－27 

 

き、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施さ

れた場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び

入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれ

る場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療

法士等が参加すること。 

 

ホ 介護医療院 

  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年１月１８日厚

生労働省令第５号。以下このホにおいて「基準」という。）第１２条第６項に基づき、

入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された

場合の会議。ただし、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又は

その家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあ

っては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参

加すること。 

 

へ 介護療養型医療施設（令和５年度末までに限る。） 

  健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号。以下このヘにおいて、

「基準」という。）第９条第５項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者

に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げ

る介護療養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家族が参加するものに限る。

また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専

門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。  

 

ⅱ 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合で

も、１回として算定する。 

 

ⅲ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退

院後７日以内に情報を得た場合には算定することとする。  

 

ⅳ カンファレンスに参加した場合は、①において別途定める様式ではなく、カンファレ

ンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、

利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。  

【留意事項】 

情報提供の際には、標準様式例（別添４参照）を使用する方法が考えられるが、当該様

式以外の様式等の使用を拘束する趣旨ではないことに留意すること。  

 

（７） 通院時情報連携加算 

【算定単位】 ５０単位 
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【算定要件】  

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、

医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提

供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅

サービス計画に記録した場合は、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を

加算する。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこ

と。 

【留意事項】 

 「居宅サービス計画に記録」とは、具体的には「居宅介護支援経過」（居宅サービス計画

書第５表）に記載することで足りると考える。 

 

（８） 緊急時等居宅カンファレンス加算  

【算定単位】 ２００単位 

【算定要件】 【介護報酬基準別表－チ】 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の

居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス

又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者１人につき１月に２

回を限度として所定単位を加算する。 

 

【老企第３６号第３の１６】 

① 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指

導日もあわせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファ

レンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。 

② 当該カンファレンスは利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の

大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等

が大きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービ

ス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応す

ること。 

 

【留意事項】 

・ 給付管理を行わない場合の取扱い 

 月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加

算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない

場合には居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。 

・ 利用に関する調整を行わなかった場合 

当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅

な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変

化していることが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場

合についても評価をするものであり算定できる。 
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（９） ターミナルケアマネジメント加算 

【指導事例】 

・ ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者又はその家族から同意を得て

いない。 

 

【算定単位】 ４００単位／月 

【算定要件】  

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、別に厚生労働大臣が

定める基準（ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、２４時間

連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体

制を整備していること。）に適合しているものとして、市町村長に届け出ており、その死亡日

及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の

居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位

置付けた居宅サービス事業者に提供していること。 
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B 介護予防支援 

 

１ 人員に関する基準 

 従業員の員数について 

  介護予防支援事業所ごとに１以上の員数の介護予防支援の提供に当てる必要な数の保健師そ

の他の介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。）を、事業が円滑

に実施できるよう、必要数を配置すること。この担当職員は、次のいずれかの要件を満たす者

であって、都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能

力を有する者を充てる必要がある。 

① 保健師  

② 介護予防支援専門員  

③ 社会福祉士  

④ 経験のある看護師  

⑤ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事した社会福祉主事 

※上記の要件を満たす者であれば、地域包括支援センターの職員等との兼務可。また、利用

者の給付管理に係る業務等の事務的な業務に従事する者については、上記の要件を満たして

いなくても差し支えない。 

【留意事項】 

・ 介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの相談等に対応できる体制を整え

ておく必要がある。 

 

２ 運営に関する基準 

 指定介護予防支援の業務の委託について 

  法第１１５条の２３第３項により、介護予防支援事業者は、居宅介護支援事業者に介護予防

支援業務の一部を委託できることとされており、基準第１２条は、当該委託を行う場合につい

て規定したものであり、次の点に留意すること。  

① 介護予防支援事業者は、公正で中立性の高い事業運営を行う必要があり、業務の一部

を委託する際には公正中立性を確保するため、その指定を受けた地域包括支援センター

の地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある。 

② 介護予防支援事業者が業務の一部を委託する場合には、基準第３０条第７号に規定す

るアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等が一体的に行えるよう配慮し

なければならない。 

また、受託する居宅介護支援事業者が本来行うべき居宅介護支援の業務の適正な実施に

影響を及ぼすことのないよう、委託する業務の範囲及び業務量について十分に配慮しなけ

ればならない。 

③ 介護予防支援事業者が業務の一部を委託する居宅介護支援事業者は、都道府県が実施す

る研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する介護支援専門

員が従事する事業者である必要がある。 

なお、委託を行ったとしても、介護予防支援に係る責任主体は介護予防支援事業者で 

あるため次の点について、留意すること。 
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ａ 委託を受けた居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画原案を作成した際には、

当該介護予防サービス計画原案が適切に作成されているか、内容が妥当か等について

確認を行うこと。 

ｂ 委託を受けた居宅介護支援事業者が評価を行った際には、当該評価の内容につい

て確認を行い、今後の方針等について必要な援助・指導を行うことが必要である。  

 

３ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（１） 指定介護予防支援の具体的取扱方針 

① モニタリングの実施 

ａ 介護予防サービス事業者等との連携  

担当職員は、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者等のサービスの

担当者と緊密な連携を図り、設定された目標との関係を踏まえて利用者の状況や課題の変化

が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制を整備しなければならない。  

ｂ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、主治の医師、介護予防サービス事業

者、地域密着型介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情

（※）がない限り、次に定めるところにより行わなければならない。  

・ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回及びサービス

の評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居

宅を訪問し、利用者に面接すること。 

・ 利用者の居宅を訪問しない月でも、介護予防サービス事業者等への訪問、利用者への

電話等の方法により、利用者自身に介護予防サービス計画の実施状況について確認を行

うこと。 

・ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること 

（※）「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

することが出来ない場合を主に指すものであり、担当職員に起因する事情は含まれな

い。 

特段の事情がある場合は、その具体的な内容を記録しておくこと。 

 

（２） 介護予防支援の実施提供に当たっての留意点 

介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げ

る事項に留意しなければならない。 

① 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものでは

なく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のため

の取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。 

② 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高

めるよう支援すること。 

③ 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期

間を設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。 

④ 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は

可能な限り本人が行うよう配慮すること。 
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⑤ サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様

々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地

域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組

を積極的に活用すること。 

⑥ 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。 

⑦ 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なもの

とすること。 

⑧ 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。 

 

４ 報酬に関する基準 

（１） 介護予防費 （１月につき）４３８単位 

   注１ 介護予防支援費は、利用者に対して指定介護予防支援（介護保険法（平成９年

法律第１２３号。以下「法」という。）第５８条第１項に規定する指定介護予防支援を

いう。以下同じ。）を行い、かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「基準」という。）第１３条第１項の

規定に基づき、同項に規定する文書を提出している指定介護予防支援事業者（法第５８

条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）について、所定単位数を算定す

る。 

  注２ 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能

型居宅介護（短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。）若しくは介護予防認

知症対応型共同生活介護（介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合

を除く。）を受けている場合は算定しない。 

 

（２） 初回加算 ３００単位 

介護予防の初回加算は「介護予防支援事業所」が初回か否かで判断する。委託を受けた

居宅介護支援事業所が初回であっても算定できないことがある。 

 

（３） 委託連携加算 ３００単位 

指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業

所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生労働省令第

３８号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）に委託する際、当該

利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援

事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日

の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。なお、当

該委託にあたっては、当該加算を勘案した委託費の設定を行うこと。 

 


